
≪市民税所得割額について≫○特別徴収（サラリーマン等で給与からの天引き）の方は、６月頃にお勤めの会社などから、「市県民税特別徴収税額通知書【下の見本】」が配付されます。見本の太枠の部分に「市民税所得割額」が記載されていますので、ご確認ください。※「配当控除」、「住宅借入金等特別税額控除」、「配当割額・株式等譲渡所得割額」、「寄附金税額控除」、「外国税額控除」等がある場合は、その額を所得割額に加算した額となりますので、ご注意ください。
【見本】

○普通徴収（個人で納付）の方は、市から６月に「市県民税納税通知書【下の見本】」が送付されます。見本の太枠の部分に「市民税所得割額」が記載されていますので、ご確認ください。※「配当控除」、「住宅借入金等特別税額控除」、「配当割額・株式等譲渡所得割額」、「寄附金税額控除」、「外国税額控除」等がある場合は、その額を所得割額に加算した額となりますので、ご注意ください。
【見本】


